
（法第28条第1項関係） 

令和２年度の事業報告書 

 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人コロロの会 

 

１ 事業実施の成果 

・障害福祉サービス事業所として生活介護事業の運営が安定してきたが、新型コロナウイルス感染拡大のために

利用自粛者があったほか、感染防止のための対応に追われる面があった。また、他の事業では一時休止を余儀

なくされた。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の 

金額 

(単位：千円) 

①障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律に基

づく障害福

祉サービス

事業 

・障害福祉サービス生活介護事

業所として「ういんど」を運営

し、知的障害者を主たる対象と

して法に基づく生活介護サー

ビス事業を行った。 

(A)週５日（月～金） 

(B)当法人事務所の

ある事業所「うい

んど」 

(C)９人 

(D)生活介護サ

ービス該当

の障害者 

(E)のべ１１９

１人 １１,８７４ 

②児童福祉法

に基づく障

害児通所支

援事業 

・実施しなかった。   

― 

 

③発達障害児

者の日中活

動を支援す

る事業 

 

・学齢期から成人の発達障害児

者に対して、戸外歩行やリズム

運動、制作活動等のデイリープ

ログラムに沿った日中活動支

援を行った。 

(A)４月４日から１

０月３日までの

期間に計５回実

施した。 

(B)市内公民館等 

(C)５人 

(D)発達障害児

者 

(E)参加者のべ

４１人 
８６ 

④参加型集団

運動療法事

業 

 

・音楽を用いた集団での運動療

法（ダイナミックリズム）を療

育の一環として実施し，あわせ

て戸外ハイキングを行い、一日

を通して体づくりの機会を提

供し、支援した。 

(A)７月２３日に開

催した。 

(B)東部公民館 

(C)５人 

(D)発達障害児

者 

(E)参加者１１

人 
１９ 



⑤発達障害児

者の療育と

支援に関す

る啓発事業 

・実施しなかった。 

 

  

― 

⑥学習教材及

び作業教材

の開発普及

事業 

・実施しなかった。   

― 

⑦その他、発達

障害児者が

社会の一員

として健や

かに生活す

るために必

要な事業 

・実施しなかった。   

― 

 

 


